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算定基礎や月額変更など、社会保険に関わる処理を行います。 

 

 

１ 算定基礎 メインメニュー ⇒ 算定基礎 作成 

算定基礎届を作成します。 

6 月支給データを登録後、作業を行ってください。 

 

 

1.1 算定基礎の対象者 

画面に表示される職員の条件は、個人情報マスタの設定で判断します。 

・7 月 1 日時点で、健康保険の被保険者。 

ただし、6/1 以降に被保険者となった人は除きます。 

対象職員が表示されない場合は、個人情報マスタの社会保険情報の設定をご確認下さい。 

 

 

1.2 算定基礎日数 

算定基礎日数に自動で表示される日数は、個人情報マスタの支給形態の設定により変わります。 

日 給 月 給：自動的に暦の日数（30、31 日）が表示されます。 

日給・時給：給与入力時に勤務日数に入力した値が表示されます。必要に応じて修正してください。 

      基本的には 17 日以上の月が算出対象になりますが、雇用形態が「パート」の人は、 

３ヶ月とも 15 日以上 17 日未満の時、15 日以上の月が算出対象になります。 

「短時間労働者(特定事業所)」の人は３ヶ月とも11日以上の月が算出対象となります。 

 

※被保険者番号が表示されない 

  個人情報マスタ⇒社会保険情報⇒健康保険番号を入力してください。 

 

※実際の支給額と、通貨による額に表示されている金額が違う 

  通勤手当の支給が 3 ヶ月・6 ヶ月毎の時、通勤手当は平均額を各月に割り当てます。 

  金額を必ずご確認ください。 

 

 

1.3 決定後の標準報酬月額の適用 

内容を確認後、登録[F1] をクリックすると、個人情報マスタを自動で更新します。 

処理年度の 9 月 1 日付けで更新しますので、既に個人情報マスタに 9 月 2 日以降のデータがある場合

は別途修正が必要になります。 

健康保険・厚生年金 
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1.4 再集計 

算定基礎データの登録後、給与支給データで修正があり、通貨による額等に変更が生じた場合、 

再集計をクリックすることにより、支給データを再度取り込むことができます。 

 

 

「現物による額」「備考の一部項目」以外の項目で手入力していた場合、その部分は削除されますので

ご注意ください。 

 

 

1.5 データの削除 

登録後に削除する場合、対象の施設・処理年度を選択後削除[F4] をクリックします。 

なお、個人単位での登録・削除はできません。 

また、更新された個人情報マスタは削除されませんのでご注意ください。 

 

 

1.6 算定基礎届の印刷 

白紙に印刷することができます。 

 

算定基礎データ入力画面から印刷[F9] をクリックするか、

メインメニューから印刷メニューをクリックし社会保険タ

ブをクリックします。 

 

施 設 選 択：「すべて」か、施設を選択します。 

      グループの選択はできません。 

処 理 年：印刷する年度を入力します。 

用 紙 区 分：「白紙 A4(ｶﾗｰ)」を選択します。 

事業所印刷：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」でのみ印刷可能です。 

      住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

 

※マイナンバー 

 70 歳以上被用者に該当する人はマイナンバーの記載が必要となります。 

 詳細については別途マイナンバー資料をご確認ください。 

 

※事業所整理記号が違う時 

 施設マスタの施設情報⇒社会保険の事業所情報の設定をご確認ください。 
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日本年金機構の電子申請用 CSV ファイルを作成することができます。 

 

算定基礎データ入力画面から印刷[F9] をクリックするか、メインメニューから印刷メニューをクリックし

社会保険タブをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 選 択：「すべて」か、施設を選択します。 

      グループの選択はできません。 

処 理 年：出力する年度を入力します。 

※令和 3 年以前分は出力できません。 

事業所番号・事業所整理記号：施設選択で「すべて」が選択されている時のみ変更可能です。 

              選択された事業所番号に所属している人のみ出力されます。 

事業所出力：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」でのみ出力可能です。 

      住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

二以上勤務該当者も出力する：二以上該当勤務者分も出力する場合はチェックをつけて下さい。 

 

※事業所整理記号が違う時 

 施設マスタの施設情報⇒社会保険の事業所情報の設定をご確認ください。 

 

※施設名称や氏名のカタカナの登録について 

 半角・全角どちらでも登録可能です。 

 CSV 出力データについては、CSV 出力時に半角⇋全角の変換を行います。 

 

 

  

1.7 算定基礎届の CSV出力 
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【月額算定基礎データ確認にエラーがない場合】 

 データ確認画面が表示されます。データを確認し、ファイルを作成して下さい。 

 

 

※マイナンバー 

  70 歳以上被用者に該当する人はマイナンバーの記載が必要となります。 

  詳細については別途マイナンバー資料をご確認ください。 

 

 

【月額算定基礎データ確認にエラーがある場合】 

 エラー一覧が表示されます。内容を確認し、修正を行って下さい。 

 修正完了後、再度、”月額算定基礎届 CSV 出力“よりデータを出力して下さい。 
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２ 月額変更 メインメニュー ⇒ 月額変更 作成 

月額変更届を作成します。 

対象の３か月分の支給データを登録後、作業を行ってください。 

  

 

 

2.1 月額変更の対象者 

給与入力画面で「月額変更対象者」のメッセージが表示された人が対象者として表示されます。 

主な条件は以下の通り。 

・処理年月の 3 ヶ月前に固定的賃金が変動している。 

・従前の標準報酬月額と決定後の標準報酬月額の差が 2 等級以上ある。 

・対象期間の基礎日数がそれぞれ 20 日以上ある。 

・処理年月の翌月 1 日現在健康保険の被保険者である。 

対象職員が表示されない場合は、個人情報マスタの社会保険情報の設定をご確認下さい。 

 

「対象者以外も表示」にチェックを入れると処理年月の翌月 1 日時点で健康保険の被保険者の人が表

示されます。月額変更届を作成する被保険者にのみ、左端の対象欄にチェックを入れてください。 

 

 

2.2 算定基礎日数 

日 給 月 給：自動的に暦の日数（30、31 日等）が表示されます。 

日給・時給：給与入力時に勤務日数に入力した値が表示されますので必要に応じて修正してください。 

      17 日以上の月が算出対象になります。 

 

※被保険者番号が表示されない 

 個人情報マスタ⇒社会保険情報⇒健康保険番号を入力してください。 

 

※実際の支給額と、通貨による額に表示されている金額が違う 

 通勤手当の支給が 3 ヶ月・6 ヶ月毎の時、通勤手当は平均額を各月に割り当てます。 

 設定によってはきちんと割り当てられないことがありますので、金額を必ずご確認ください。 

 

 

2.3 決定後の標準報酬月額の適用 

内容を確認後、登録[F1] をクリックすると、個人情報マスタを自動で更新します。 

処理年月の翌月 1 日付けで更新しますので、既に個人情報マスタにその日以降のデータがある場合は

別途修正が必要になります。 

 

 

 

 

入力した処理年月を含む 3 か月分を元に算出します。 
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2.4 再集計 

月額変更データの登録後、給与支給データで修正があり、通貨による額等に変更が生じた場合、 

再集計をクリックすることにより、再計算をすることができます。 

  

「現物による額」「備考の一部項目」以外の項目で手入力していた場合、その部分は削除されますので

ご注意ください。 

 

 

2.5 データの削除 

登録後に削除する場合、対象の施設・処理年月を選択後削除[F4] をクリックします。 

 

個人単位でデータを削除する場合は、対象者のチェックを外した後、登録[F1] をクリックします。 

 

 

2.6 月額変更届の印刷 

白紙に印刷することができます。 

 

月額変更データ入力画面から印刷[F9] をクリックするか、

メインメニューから印刷メニューをクリックし社会保険タ

ブをクリックします。 

 

施 設 選 択：「すべて」か施設を選択します。 

      グループの選択はできません。 

処 理 年 月：印刷する年月を入力します。 

用 紙 区 分：「白紙 A4(ｶﾗｰ)」を選択します。 

事業所印刷：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」のみ印刷可能です。 

      住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

 

※マイナンバー 

 70 歳以上被用者に該当する人はマイナンバーの記載が必要となります。 

 詳細については別途マイナンバー資料をご確認ください。 

 

※事業所整理記号が違う時 

 施設マスタの施設情報 社会保険の事業所情報の設定をご確認ください。 
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日本年金機構の電子申請用 CSV ファイルを作成することができます。 

 

CSV出力の流れは下の通りとなります。 

 

印刷メニュー → エラーチェック → (エラー無し) → データ確認 → 出力  

                    → (エラー有り) → エラー項目一覧確認 → 修正 → エラーチェックへ戻る 

 

月額変更データ入力画面から印刷[F9] をクリックするか、メインメニューから印刷メニューをクリックし

社会保険タブをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 選 択：「すべて」か、施設を選択します。 

      グループの選択はできません。 

処 理 年：出力する年月を入力します。 

事業所番号・事業所整理記号：施設選択で「すべて」が選択されている時のみ変更可能です。 

              選択された事業所番号に所属している人のみ出力されます。 

事業所出力：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」でのみ出力可能です。 

              選択された事業所番号に所属している人のみ出力されます。 

      住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

二以上勤務該当者も出力する：二以上該当勤務者分も出力する場合はチェックをつけて下さい。 

 

※事業所整理記号が違う時 

 施設マスタの施設情報⇒社会保険の事業所情報の設定をご確認ください。 

 

※施設名称や氏名のカタカナの登録について 

 半角・全角どちらでも登録可能です。 

 CSV 出力データについては、CSV 出力時に半角⇋全角の変換を行います。 

 

  

2.7 月額変更届の CSV出力 
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【月額変更データ確認にエラーがない場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ確認画面が表示されます。データを確認し、ファイルを作成して下さい。 

 

 ※マイナンバー 

  70 歳以上被用者に該当する人はマイナンバーの記載が必要となります。 

  詳細については別途マイナンバー資料をご確認ください。 

 

 

【月額変更データ確認にエラーがある場合】 

 エラー一覧が表示されます。内容を確認し、修正を行って下さい。 

 修正完了後、再度、”月額変更届 CSV 出力“よりデータを出力して下さい。 
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３ 社会保険料改定通知  

職員から差し引く社会保険料に変更があった時などに使用します。 

算定基礎・月額変更データ入力画面から印刷[F9] をクリックするか、メインメニューから印刷メニューを 

クリックし、社会保険タブをクリックします。 

 

社会保険料改定通知書 

１ページに 4 人分印字されます。 

職員の方にお渡しする分としてご使用下さい。 

 

 

 

 

 

社会保険料改定通知一覧 

施設保管用にご使用ください 

 

 

 

 

 

対 象 区 分：算定基礎･･･算定基礎データ入力で確定した分を印字します。 

対象の処理年度を入力します。 

月額変更･･･月額変更データ入力で確定した分を印字します。 

対象の処理年月を選択します。 

そ の 他･･･指定した計算年月とその前の月の保険料を印字します。 

保険料が変更になる計算年月を指定します。 

作 成 日：作成日を印字する時は「あり」を選択します。 

保険料の変更がある者のみ印刷： 

保険料の変更がない人も印字する場合はチェックを外します。 

報酬月額の変更がある者のみ印刷： 

      対象区分が算定基礎の時のみ使用可能 

      報酬月額の変更がない人も印字する場合はチェックを外します。 

事業所印刷：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」でのみ印刷可能です。 

住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

お 知 ら せ：通知書の備考欄に印刷する内容を入力します。 
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4 算定基礎賃金集計表  

労働保険概要・確定保険料申告書用の資料です。 

 

 

施 設 選 択：「すべて」か施設を選択します。 

      グループの選択はできません。 

処 理 年 度：対象の処理年度を指定します。 

作 成 日：作成日を印字する時は「あり」を選択します。 

事業所印刷：施設選択で「すべて」を選択している時は「法人」でのみ印刷可能です。 

住所や名称等に修正がある時は右側の設定から変更を行います。 

 

※労働保険番号が違う時 

 施設マスタの施設情報 社会保険の労働保険番号の設定をご確認ください。 

 

各項目は下記の設定に従って集計されます。 

雇用形態 

(個人情報) 

雇用保険 

(社会保険情

報) 

労災保険 

(社会保険情報) 
集計表 

正 職 
有 り 

有 り ①常用労働者 ⑤被保険者 

臨 職 無 し ⑤被保険者 

パート 無 し 有 り ③臨時労働者 

役 員 
有 り 

有 り 
②役員で労働者扱いの者 

⑥役員で被保険者扱いの者 

無 し ⑥役員で被保険者扱いの者 

無 し 有 り ②役員で労働者扱いの者 

その他 － － 集計されません 

 支給控除項目マスタの雇用保険区分が[対象]の支給額を集計（帳票印刷時点での設定で参照します） 

 

⑧うち高年齢労働者 

 年度当初の 4 月 1 日時点で、64 歳以上の人を集計します。 

 ※令和２年度分以降、高年齢労働者の欄は廃止されます 

 

※年度の途中から雇用保険に加入した人が、4 月から加入していたように集計されている時。 

個人情報マスタの社会保険情報が、4 月分給与の支給日時点の設定が雇用保険の被保険者になって

いる可能性があります。 

例えば 7 月 1 日から雇用保険の被保険者になるのであれば、適用開始年月日に 7 月 1 日で追加登

録を行う必要があります。 

 

雇用保険・労災保険 


